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１０月末に始まった新型コロナウイルス感染症の第三波は、１１月以降も拡大を続け、

全国的にも、１２月に首都圏を中心に新規陽性者数が過去最多の状況が継続し、各地で

医療提供体制のひっ迫が深刻化しており、１月７日には首都圏１都３県に対し、緊急事態

宣言が発出されました。 

愛知県においても、第三波を克服するため、県内全ての医療機関と協力して検査体

制を強化するほか、入院病床を１，１０２床＋αに増床し、医療提供体制の確保に全力を

あげるとともに、１月７日から、緊急事態宣言に準じた措置として、県民の皆様及び事業

者の皆様に、不要不急の外出自粛や営業時間短縮要請を２月７日まで延長するなど「特

にお願いする感染防止対策」をお願いし、オール愛知で感染防止対策を全力で推進し

ています。 

しかし、新規陽性者数は、１月７日に過去最多となる４３１人を記録し、入院患者数も１２

月２８日に６００人を、１月１２日には７００人を超え増加を続けるなど、医療提供体制がひっ

迫する非常に厳しい状況が続いています。 

このような状況の中、本日、国において、愛知県、岐阜県はじめ７府県に対し、緊急事

態宣言の発出が決定されました。 

このため、本県では、国の基本的対処方針に基づき、下記により、直ちに緊急事態措

置を講じることとし、飲食店等に対する営業時間の短縮要請及びイベントの開催制限に

ついては、４日間の周知期間を経た１月１８日から実施することといたします。 

医療提供体制を堅持し、県民の皆様のかけがえのない生命と健康を守るため、県民

の皆様、医療関係者、市町村、団体、企業の皆様と一丸となって、感染防止対策を推進

してまいりますので、引き続きご理解とご協力をいただきますよう、強くお願いします。 
 

１．対象区域   愛知県全域 

２．対象期間   １月１４日（木）から２月７日（日）まで ２５日間 

３．要請事項   別紙「愛知県緊急事態措置 県民・事業者の皆様へのお願い」に

協力をお願いします。 
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県民・事業者の皆様へのお願い 
 
 
 
 
 
 
 

○ 国の基本的対処方針を踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場

面に効果的な対策を徹底する方針とし、飲食を伴うものを中心として、飲食につなが

る人の流れを制限する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の

取組を推進します。 
 

 

Ⅰ. 県民の皆様へ 
 

① 不要不急の行動の自粛 
 

○ 人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、法第４５条第１項に基づき、生

活に必要な場合（※）を除き、徹底した外出自粛を要請します。 
 

○ 特に、２０時以降の不要不急の外出自粛を強く要請します。 
 

※生活に必要な場合の例 

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、自

宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なもの 
 

○ 人の多いところには出かけず、家族など、いつも一緒にいる人と、静かに過ごして

下さい。 
 

② 県をまたぐ不要不急の移動自粛 
 

○ 県をまたぐ不要不急の移動自粛を要請します。 
 

○ 特に、緊急事態宣言発令区域・首都圏１都４県、関西圏２府１県及び福岡県への不

要不急の移動自粛を強く要請します。 
 

 

○ 感染が拡大している都市域への移動に際しては、自覚を持って適切な行動をお願

いします。 
 

③ 高齢者等への感染拡大の防止 
 

○重症化しやすい高齢者、基礎疾患のある方々、妊婦の皆さんが感染しないよう、人

と人との距離の確保やマスク着用等基本的な感染防止対策の徹底などの配慮をお

願いします。 
 

○これらの方々も、感染リスクの高い施設の利用を避けて下さい。 
 
 

○特に、高齢者の方が多く利用する施設等では、「高齢者を守る８つのポイント」を遵
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守し、感染防止対策の徹底を要請します。 
 

④ 基本的な感染防止対策の徹底 
 

○ 「感染しない、感染させない」を徹底して下さい。 
 
 

○ ５人以上の大人数での会食・飲食は自粛をお願いします。会食・飲食する際は、普

段から一緒にいる人と、少人数で、ガイドラインを遵守したステッカー掲載店を利用

し、会話時のマスク着用、短時間・適度な酒量でお願いします。 
 

 

○ 日頃から、三密が発生する場所を徹底して避け、必要な外出は短時間とし、別紙１

「感染リスクが高まる５つの場面」では、マスクの着用、手指消毒等、基本的な感染

防止対策を徹底して下さい。 
 

○ タクシーやバス・電車等の公共交通機関では、常にマスクを着用し、大声での会話

は控えて下さい。特に、飲酒後の乗車時には注意をお願いします。 
 
 

○ 適切な温度・湿度等を保ちつつ、十分な換気を行って下さい。 
 

 

○ 発熱等の症状が出たときは、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関や、保健

所に設置された「受診・相談センター」等に電話相談の上、県が指定した「診療・検

査医療機関」を受診してください。 
 

 

○ 接触確認アプリＣＯＣＯＡを、県民・事業者の皆様、オール愛知で活用し、検査の受

診など保健所の早期サポートにつなげて下さい。 
 

 
 

 

⑤ 営業時間短縮と感染拡大予防ガイドライン等の徹底 
 

ア 営業時間短縮の要請 
 

○ 県内全ての食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店・カ

ラオケ店（「別表１」に定める施設、以下「飲食店等」という。）に対し、法第２４条第９項

に基づき、次のとおり要請します。なお、デリバリー、テークアウトによる営業は要請

の対象外とします。 
 

【１月１４日から１月１７日までの間】 

県内全域の「酒類を提供する飲食店等」に対し、５時から２１時までの営業時間の短

縮要請を継続します。 
 

【１月１８日から２月７日までの間】 

県内全域の「飲食店等」に対し、５時から２０時までの営業時間の短縮を要請します。 

酒類の提供は１１時から１９時までとして下さい。 
 

○ 上記の要請に応じない店舗に対しては、法第４５条第２項の要請等、必要な措置を行

います。 
 

Ⅱ. 事業者の皆様へのお願い 


